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公益財団法人増田冨美記念財団 

２０２４年 奨学金 募集要項 

 

１．奨学金概要 

 

（１）奨学金の種類    給付型奨学金 （返済の必要はありません。） 

（２）奨学金の使途    学業を修業するために必要不可欠な以下の学資 

① 進級や学校生活を送るのに必要となる学費 

② 高校を受験するのに必要となる学費 

③ 新入学生徒のための入学に必要となる学費 

（３）募集の方法     直接応募 （受給希望者からの応募となります。） 

（４）給付期間      ２０２４年から高校卒業まで 

（原則）最大 5 年間、高専の場合は（原則）最大７年間 

（５）給付金額      ＜１＞ 奨学金 

中学２～３年生  ３００，０００円/年   

高校１～３年生、高専１～５年生  

（国公立）４８０，０００円/年 （私立）７２０，０００円/年 

              ＜２＞ 高校受験費用 

５０，０００円 

              ＜３＞ 高校入学準備金 

（国公立）６０，０００円 （私立）１５０，０００円 

（６）給付方法      各年一回 

（７）他の奨学金との併用 可 

 

 

２．応募資格 



2 
 

 

以下の各項にすべて該当する者 

 

・２０２４年 4 月に日本の中学校 2 年生、3 年生に在籍する者（対象地域は問いません。） 

・経済的な支援を必要とする者（児童養護施設入所中や里親家庭等も含みます。） 

・世帯所得５００万円以下の者 

 

 

３．募集概要 

 

（１）募集期間      ２０２３年１２月１日（金）～２０２４年１月５日（金）※必着  

  

（２）募集人数      ５名程度 

 

（３）選考期間      一次選考 ２０２４年１月 1５日（月）～２０２４年２月２２日（木） 

            二次選考 ２０２３年３月９日（土）または、１０日（日） 

 

 

４．応募方法 

   

   この奨学金を申し込むには、「受給希望者」と「保護者」の情報が必要となります。奨学金を受けて勉強し

たいと考えている児童、生徒、学生等の方々を「受給希望者」と呼び、生計を一にする家計支持者などその

申込みの主体となる方が「保護者」となります。児童養護施設入所中の受給希望者は、施設⾧または学校の

先生が「推薦人」となり、保護者の情報は必要ありません。 

   本奨学金は「給付型奨学金」です。奨学金を返還する義務はありません。また、当財団では他の奨学金等

と併給は可能ですが、併給先によっては対応が異なる場合もあります。そのため、必ず併給先にもご確認く
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ださい。 

なお、虚偽の申告、各種義務の不履行、学業成績、生活状況の著しい変化等があり、当財団において給付が

不適当であると判断した場合には、返金を求めることがあります。申し込みにあたり連帯保証人は不要です。 

 

  ＜一次選考＞ 

（１）当財団ホームページ・ｅ－ｍａｉｌ・電話で、奨学金給付申請書を取得してください。 

（２）必要書類（最新のもの）・奨学金給付申請書・所定の作文を当財団へ郵送してください。 

（３）ご不明な点は、ｅ－ｍａｉｌもしくは電話にてお問合せください。 

   ※書類到着に関するお問合せには対応しかねます。 

 

郵 送 先：〒１５３－００４２ 東京都目黒区青葉台２－７－１３ 

   電  話：０３－６４１６－１２６１ 

   ｅ－ｍａｉｌ：ｉｎｆｏ＠ｍａｓｕｄａ－ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ．ｏｒ．ｊｐ 

   受付時間：１０：００～１５：００（土・日・祝日を除く）  

 

【必要書類】 

① 学生証（写真付）：Ａ４の用紙にコピーしたもの 

※学生証に写真がない場合は、公的機関発行の写真付証書 （例：パスポート 等） 

※公的機関発行の写真付証明書が無い場合、本人と分かる写真を提出 

以下の必要書類について、ご家庭の状況がわかるよう、出来るだけ詳細な提出をお願い致します。 

② 世帯全員分の住民票の原本 

※発行から３ヶ月以内 

※続柄記載あり 

※マイナンバーの記載がないもの 

※他の奨学金等と併願の場合のみ、写し（鮮明であること、原本証明付きであること）の提出可 

※児童養護施設入所中の受給希望者は提出不必要ですが、入所証明書（様式は問いません）を提出 
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③ 所得・課税証明書又は非課税証明書・住民税決定証明等の原本 

※市区町村が発行した収入及び所得控除の金額の記載があるもの 

※令和４年１月１日から１２月３１日までの所得に基づくもの 

※原則として世帯全員の証明書を提出（学生の者は含めません。） 

※他の奨学金等と併願の場合のみ、写し（鮮明であること、原本証明付きであること）の提出可 

※児童養護施設入所中の受給希望者及び推薦人は提出不必要 

④ 健康保険証：一人ずつではなく、全員分をＡ４の用紙にコピーしたもの 

※原則として奨学金給付申請書の「世帯の状況」に記載した家族全員分を提出 

※児童養護施設入所中の受給希望者は受診券の写しを提出 

⑤ 家計を一つにする同居人が在る場合、同様に③の提出をお願い致します。 

※ただし、同居人で学生の者は含めません。 

⑥ 作文：財団が用意したレポート用紙を使用し、日本語で書いてください。 

受給希望者 （１）「私について」 （４００～１０００字） 

      （２）「友達（学校）・家族（仲間）と私について」 （～８００字） 

保護者   （１）「受給希望者について」 （４００～１０００字） 

      （２）「子育てで大切にしていること」 （～８００字） 

受給希望者と保護者「家族で大切にしていること」（～８００字） 

推薦人   「受給希望者について」（４００～１０００字） 

⑦ （ある方のみ）ボランティア活動実績を証明する書類のコピー、及び作文（～４００字） 

＊送付の際の注意事項 

・郵送の場合、封筒１通にすべての書類をいれてください。 

・書類の不足があった場合は、いかなる理由であれ受理しません。 

・お送りいただいた書類は返却しません。 

 

（４）一次選考の選考結果（採否）は、２月下旬から 3 月上旬にメールで通知します。 

※選考に関するお問合せには対応しかねます。 
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＜二次選考＞ 

面接試験日時及び結果通知日は書類審査を通過した者にメールで通知します。 

※受給希望者と保護者・推薦人の面接を予定しており、Ｗｅｂ面接となります。 

※Ｗｅｂ面接を行うのに必要な機材が無い方には貸し出しを行います。 

 

 

５．選考・採用内定 

 

  当財団の奨学生選考委員により選考を行います。 

  二次選考の選考結果（採否）は、3 月下旬から 4 月上旬にメールで通知します。 

  ※選考に関するお問合せには対応しかねます。 

 

 

６．採用者の手続き 

 

  （１）振込先情報 

  奨学金の振込先金融機関口座情報（受給希望者または保護者・推薦人名義に限る）を所定の方法により指

定する期日までに届け出てください。 

  （２）確認書 

  記載事項を確認し、受給希望者及び保護者・推薦人が署名のうえ、指定する期日までに当財団事務局宛て

に郵送してください。 

 

 

７．奨学生の義務 
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  奨学生は次に定める義務を履行する必要があります。保護者・推薦人におかれましてもご留意ください。 

  （１）毎年３月下旬までに、奨学生現況届（財団指定様式）等と通知表のコピーを提出すること。 

  （２）下記の場合、所定の方法により当財団へ届け出ること。 

    ① 休学するとき（例．病気・ケガ、学校生活不適応、学業不振、海外留学・渡航、経済的理由） 

    ② 復学するとき 

    ③ 学校より停学処分を受けたとき 

    ④ 学籍を失ったとき 

    ⑤ 最短修業年限で卒業できないことが確定したとき 

    ⑥ 他の高校や科に転学・編入学、転学科することが決まったとき 

    ⑦ 当財団の奨学金受給を辞退するとき 

    ⑧ 他の給付型奨学金を受給することが決まったとき 

    ⑨ 当財団に登録した情報（氏名、住所、電話番号、メールアドレス、振込口座等）に変更があったとき     

 

 

８．奨学金の一時停止 

 

  以下の場合は、奨学金の給付を一時停止する場合があります。 

（１）７．奨学生の義務を適切に果たさなかったとき 

（２）奨学生として適当でないと判断したとき 

 

 

９． 奨学生の資格喪失 

 

下記の事由に該当したときは、当財団の奨学生としての資格を失う場合があります。 

  ① 停学となったとき 

  ② 学籍を失ったとき（ただし、転学・編入学を除く） 
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  ③ 奨学生自身が努力を怠ったことなど本人の責めに帰すべき事由により最短修業年限で卒業できる見込

みがなくなったとき 

  ④ 奨学生より辞退の申し出があったとき 

  ⑤ 奨学金の給付一時停止後、当財団が奨学生に提示する停止解除の要件を適切に満たさなかったとき 

  ⑥ 正当な理由なく、７．奨学生の義務を継続して果たさなかったとき 

  ⑦ 品行が著しく不良であるとき 

  ⑧ 反社会的勢力と何らかの関りを有することが判明したとき 

  ⑨ 前各号のほか、奨学生として適当でない事実があったとき 

 

 

１０．個人情報の取り扱いについて 

 

   応募の際に提出していただく個人情報は、奨学生の募集、選考、採用及び当財団が奨学金給付事業を継

続・遂行するために必要な業務以外には使用しません。 

   採用者については、受給希望者及び保護者・推薦人にご連絡します。 



 

公益財団法人増田冨美記念財団 

２０２４年 奨学金 募集要項 

― 補足 － 

 

（１） ご家庭の状況がわかるよう、出来るだけ詳細な記載と提出をお願い致します。 

（２） 家計を一つにする同居人とは、一緒に暮らしていて生計（お財布）を共にしている方を指します。 

（３） どの作文も、文字の美醜や文章が上手か下手かを採点するものではありません。 

（４） 公平な審査のために、どの作文も文字数を守ってください。 

（５） 「～８００字」または「～４００字」となっている作文については、決められた文字数までであれば、 

⾧くても短くてもどれくらいでも構いません。 

（６） 出来るだけ、左端から横書きで書き始めてください。ただし、絶対ではありません。 

（７） 受給希望者の作文「私について」では、自己紹介をお願い致します。 

（８） 受給希望者の作文「友達（学校）・家族（仲間）と私について」では、友達（学校）や家族（ 

仲間）についての紹介ではなく、私が友達（学校）や家族（仲間）について考えていること、感じている

こと、思っていること、大切であったり大事であったりすることなどを教えてください。 

（９） 成績表や検定の合格証明書などの提出は不必要ですが、作文の参考資料として提出されたい場合、それ

らをＡ４用紙にコピーしたものを同封してください。 

  



 

公益財団法人増田冨美記念財団 

２０２４年 奨学金 募集要項 

― 必要書類のチェックシート － 

 

□ ① 写真付き学生証または公的機関発行の写真付き証明書をＡ４用紙にコピーしたもの 

  どちらも無い場合、本人と分かる写真をＡ４用紙にコピーしたもの 
□ ② 住民票の原本 

□ ③ 所得・課税証明書又は非課税証明書・住民税決定証明書などの原本 

□ ④ 健康保険証をＡ４用紙にコピーしたもの 

□ ⑤ 家計を一つにする同居人が在る場合、 

所得・課税証明書又は非課税証明書・住民税決定証明書などの原本 

□ ⑥ 作文 ● 受給希望者 （１）「私について」 

             （２）「友達（学校）・家族（仲間）と私について」 

     ● 保護者   （１）「受給希望者について」 

             （２）「子育てで大切にしていること」 

     ● 受給希望者と保護者 「家族で大切にしていること」 

     ● 推薦人   「受給希望者について」 

□ ⑦ （ある方のみ）ボランティア活動実績を証明する書類をＡ４用紙にコピーしたもの、及び作文 


